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大
分
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会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

目
次
中
「
第
二
十
一
条
」
を
「
第
二
十
一
条
の
二
」
に
、
「
第
四
十
六
条
」
を
「
第
四
十
六
条
の
二
」

に
、
「
第
九
十
五
条
」
を
「
第
九
十
五
条
の
二
」
に
改
め
、
「
・
第
百
二
条
の
二
」
を
削
り
、
「
第
百
七

条
」
の
下
に
「
・
第
百
七
条
の
二
」
を
加
え
、
「
計
算
報
告
及
び
証
拠
書
類
」
を
「
計
算
報
告
及
び
証
拠
と

な
る
文
書
」
に
、
「
第
二
節　

証
拠
書
類
」
を
「
第
二
節　

証
拠
と
な
る
文
書
」
に
、
「
第
百
七
十
三
条
」

を
「
第
百
七
十
三
条
の
二
」
に
、
「
第
百
八
十
七
条
」
を
「
第
百
八
十
七
条
の
二
」
に
改
め
る
。

　

第
二
条
第
九
号
中
「
及
び
第
四
項
」
を
「
、
第
四
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
」
に
、
「
及
び
主
幹
研
究
員

（
総
括
）
」
を
「
、
主
幹
研
究
員
（
総
括
）
及
び
主
任
研
究
員
（
総
括
）
」
に
改
め
、
同
条
第
十
二
号
中

「
本
庁
等
又
は
か
い
の
収
納
及
び
支
払
の
事
務
を
取
り
扱
う
指
定
金
融
機
関
の
支
店
又
は
出
張
所
」
を
「
公

金
の
収
納
及
び
支
払
事
務
を
取
り
扱
う
指
定
金
融
機
関
の
支
店
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
第
八
号
中
「
及
び
物
品
出
納
員
」
を
「
、
物
品
出
納
員
及
び
自
動
支
払
等
分
任
出
納
員
」
に
改
め

る
。

　

第
七
条
第
一
項
中
「
出
納
」
を
「
歳
出
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
県

税
事
務
所
の
歳
入
（
県
税
及
び
こ
れ
に
付
随
す
る
諸
収
入
に
限
る
。
）
」
を
「
か
い
の
歳
入
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
第
一
項
中
「
出
納
」
を
「
歳
出
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
県

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
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編
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イ
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リ
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（
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三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

税
事
務
所
の
歳
入
（
県
税
及
び
こ
れ
に
付
随
す
る
諸
収
入
に
限
る
。
）
」
を
「
か
い
の
歳
入
」
に
改
め
る
。

　

第
十
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
三
項
中
「
及
び
物
品
出
納
員
」
を
「
、
物
品
出
納
員
及
び
自
動
支
払
等
分

任
出
納
員
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
若
し
く
は
物
品
出
納
員
」
を
「
、
物
品
出
納
員
若
し
く
は
自
動
支

払
等
分
任
出
納
員
」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
及
び
物
品
出
納
員
」
を
「
、
物
品
出
納
員
及
び
自
動
支
払
等
分
任
出

納
員
」
に
改
め
る
。

　

第
十
二
条
の
見
出
し
中
「
及
び
物
品
出
納
員
」
を
「
、
物
品
出
納
員
及
び
自
動
支
払
等
分
任
出
納
員
」
に

改
め
、
同
条
中
「
及
び
物
品
出
納
員
」
を
「
、
物
品
出
納
員
及
び
自
動
支
払
等
分
任
出
納
員
」
に
、
「
つ

ど
」
を
「
都
度
」
に
改
め
る
。

　

第
十
三
条
第
二
項
中
「
及
び
物
品
出
納
員
」
を
「
、
物
品
出
納
員
及
び
自
動
支
払
等
分
任
出
納
員
」
に
改

め
る
。

　

第
十
四
条
の
見
出
し
中
「
及
び
物
品
出
納
員
」
を
「
、
物
品
出
納
員
及
び
自
動
支
払
等
分
任
出
納
員
」
に

改
め
、
同
条
第
一
項
第
二
号
中
「
公
金
振
替
書
等
」
を
「
支
払
依
頼
書
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
決
算

書
」
を
「
歳
入
歳
出
決
算
書
」
に
、
「
付
属
す
る
」
を
「
附
属
す
る
」
に
、
「
書
類
」
を
「
文
書
」
に
改

め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４  　

本
庁
等
の
自
動
支
払
等
分
任
出
納
員
は
、
公
共
料
金
明
細
事
前
通
知
サ
ー
ビ
ス
（
指
定
金
融
機
関
が
支

払
の
期
日
前
に
口
座
振
替
に
係
る
額
等
の
情
報
を
通
知
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る

通
知
を
受
け
て
自
動
口
座
振
替
の
方
法
に
よ
り
行
う
支
払
そ
の
他
知
事
が
別
に
定
め
る
支
払
に
係
る
支
払

日
の
決
定
そ
の
他
の
こ
れ
ら
の
支
払
に
関
す
る
事
務
を
行
う
。

　

第
十
五
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
及
び
物
品
出
納
員
」
を
「
、
物
品
出
納
員
及
び
自
動
支
払
等

分
任
出
納
員
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
決
算
付
属
書
類
」
を
「
決
算
附
属
文
書
」
に
改
め
、
同
条
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

４  　

か
い
及
び
事
業
所
の
自
動
支
払
等
分
任
出
納
員
は
、
公
共
料
金
明
細
事
前
通
知
サ
ー
ビ
ス
に
よ
る
通
知

を
受
け
て
自
動
口
座
振
替
の
方
法
に
よ
り
行
う
支
払
そ
の
他
知
事
が
別
に
定
め
る
支
払
に
係
る
支
払
日
の

決
定
そ
の
他
の
こ
れ
ら
の
支
払
に
関
す
る
事
務
を
行
う
。

　

第
十
七
条
中
「
若
し
く
は
会
計
職
員
」
を
「
、
自
動
支
払
等
分
任
出
納
員
若
し
く
は
会
計
職
員
」
に
改
め

る
。

　

第
十
八
条
第
一
項
中
「
会
計
課
長
」
を
「
会
計
管
理
局
会
計
課
長
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
及
び
物

品
出
納
員
」
を
「
、
物
品
出
納
員
及
び
自
動
支
払
等
分
任
出
納
員
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
条
第
一
項
中
「
を
記
載
し
」
を
「
の
記
載
（
電
子
計
算
組
織
（
財
務
総
合
シ
ス
テ
ム
（
電
子
計
算

機
を
利
用
し
て
公
金
の
収
入
又
は
支
出
、
財
産
の
管
理
そ
の
他
の
県
の
財
務
事
務
の
処
理
を
行
う
シ
ス
テ
ム

を
い
う
。
）
、
備
品
管
理
シ
ス
テ
ム
、
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
そ
の
他
業
務
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
以
下
同

二
二
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じ
。
）
へ
の
記
録
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
し
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
を
引
継
ぎ
」
を
「
を
引
き

継
ぎ
」
に
改
め
る
。

　

第
一
章
中
第
二
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
会
計
機
関
、
事
務
引
継
ぎ
及
び
事
故
報
告
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
の
特
例
）

第

二
十
一
条
の
二　

第
十
二
条
に
規
定
す
る
任
免
内
申
書
、
第
十
八
条
に
規
定
す
る
事
務
引
継
書
、
第
二
十

条
第
一
項
に
規
定
す
る
引
継
書
及
び
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
故
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
帳

票
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ

つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理

の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
作
成
を
も
つ
て
、
こ
れ
ら
の
帳
票
の
作
成
に
代
え
る

こ
と
が
で
き
る
。

　

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
若
し
く
は
」
を
「
又
は
」
に
、
「
も
の
又
は
」
を
「
も
の
、
」
に
改
め
、
「
委

託
し
た
も
の
」
の
下
に
「
そ
の
他
そ
の
性
質
上
納
入
の
通
知
が
必
要
な
い
と
知
事
が
認
め
る
も
の
」
を
加

え
、
同
条
第
二
項
中
「
調
定
決
議
書
（
第
七
号
様
式
）
に
、
調
定
の
根
拠
及
び
計
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し

た
書
類
そ
の
他
必
要
な
書
類
を
添
え
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
電
子
計
算
組
織
に
、
調
定
の
根
拠
及

び
計
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
文
書
そ
の
他
関
係
文
書
を
添
付
し
た
上
で
、
必
要
な
事
項
を
入
力
す
る
こ

と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
後
段
を
削
る
。

　

第
二
十
三
条
中
「
の
到
来
す
る
ご
と
に
当
該
納
期
に
係
る
金
額
に
つ
い
て
調
定
す
る
も
の
と
す
る
」
を

「
ご
と
に
当
該
納
期
に
納
付
す
べ
き
金
額
を
区
分
し
、
当
該
歳
入
金
全
額
に
つ
い
て
一
括
し
て
調
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
七
条
第
五
号
中
「
発
行
の
日
」
の
下
に
「
（
第
三
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
を
受
け
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
納
付
の
通
知
を
す
る
日
）
」
を
加
え
る
。

　

第
三
十
条
第
一
項
中
「
第
二
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
二
十
三
条
」
を
加
え

る
。

　

第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
指
定
金
融
機
関
等
」
の
下
に
「
又
は
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
歳
入
徴

収
事
務
若
し
く
は
第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
歳
入
等
収
納
事
務
の
委
託
を
受
け
た
者
」
を
加
え

る
。

　

第
三
十
三
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
当
該
納
入
通
知
書
等
の
余
白
に
「
口
座
振

替
」
と
記
載
し
て
」
を
削
り
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４  　

前
項
の
規
定
に
よ
り
送
付
す
る
納
入
通
知
書
等
は
、
当
該
納
入
通
知
書
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録

し
た
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
三
十
五
条
第
二
項
中
「
引
き
換
え
」
を
「
引
換
え
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
五
条
の
二
中
「
歳
入
」
の
下
に
「
（
歳
入
歳
出
外
現
金
を
含
む
。
以
下
「
歳
入
等
」
と
い

う
。
）
」
を
加
え
る
。

　

第
三
十
六
条
の
見
出
し
中
「
歳
入
」
を
「
公
金
」
に
改
め
、
「
又
は
収
納
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中

「
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
歳
入
の
徴
収
又
は
収
納
の
」
を
「
歳
入
徴
収
」
に
、
「
又
は
収
納
の
つ
ど
」
を

「
の
都
度
」
に
、
「
関
係
書
類
」
を
「
関
係
文
書
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　
　

た
だ
し
、
契
約
で
特
に
定
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　

第
三
十
六
条
中
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
徴
収
又
は
収
納
し

た
現
金
」
を
「
徴
収
し
た
公
金
」
に
、
「
契
約
に
よ
る
指
定
期
日
ま
で
に
現
金
払
込
票
（
第
十
六
号
様
式
）

に
よ
り
」
を
「
契
約
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
指
定
期
日
ま
で
に
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と

し
、
同
条
第
二
項
中
「
歳
入
の
徴
収
又
は
収
納
の
」
を
「
歳
入
徴
収
」
に
、
「
現
金
を
徴
収
し
、
又
は
収
納

し
た
と
き
は
、
領
収
書
（
第
十
五
号
様
式
）
」
を
「
公
金
を
徴
収
し
た
と
き
は
、
契
約
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
領
収
書
（
第
十
五
号
様
式
）
そ
の
他
の
領
収
を
証
す
る
文
書
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を

加
え
る
。

　
　

た
だ
し
、
納
入
義
務
者
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
納
付
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　

第
三
十
六
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
中
「
第
百
五
十
八
条
第
一
項
各
号
」
を
「
第
百
七

十
三
条
の
二
第
一
項
各
号
」
に
、
「
に
つ
い
て
、
私
人
に
そ
の
徴
収
又
は
収
納
の
事
務
を
委
託
す
る
と
き

は
、
委
託
し
よ
う
と
す
る
私
人
」
を
「
の
う
ち
、
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
公
金

事
務
取
扱
者
が
徴
収
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
収
入
の
確
保
及
び
住
民
の
便
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
と
知
事
が

別
に
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
徴
収
に
関
す
る
事
務
（
以
下
「
歳
入
徴
収
事
務
」
と
い
う
。
）
を
委
託

す
る
と
き
は
、
そ
の
者
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２  　

歳
入
徴
収
事
務
を
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て
、
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事

が
指
定
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

　

一  　

法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
公
金
事
務
（
以
下
「
公
金
事
務
」
と
い
う
。
）
を
適

切
か
つ
確
実
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
財
産
的
基
礎
を
有
す
る
こ
と
。

　

二  　

そ
の
人
的
構
成
等
に
照
ら
し
て
、
公
金
事
務
を
適
切
か
つ
確
実
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
知
識
及

び
経
験
を
有
し
、
か
つ
、
十
分
な
社
会
的
信
用
を
有
す
る
こ
と
。

　

三  　

徴
収
し
た
公
金
に
つ
い
て
、
正
確
に
記
載
し
た
帳
簿
（
当
該
帳
簿
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た

電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
を
備
え
付
け
、
当
該
帳
簿
を
契
約
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
保
存
す
る
事
務

処
理
体
制
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

　

四  　

徴
収
し
た
公
金
に
つ
い
て
、
契
約
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
県
に
報
告
し
、
か
つ
、
遅
滞
な
く
指

定
金
融
機
関
等
に
払
い
込
む
事
務
処
理
体
制
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

　

第
三
十
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７  　

第
三
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
歳
入
徴
収
事
務
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
契
約
で
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定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

第
三
十
六
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
公
金
の
収
納
の
委
託
）

第

三
十
六
条
の
二　

法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
歳
入
等
は
、
知
事
が
別
に
定
め

る
。

２  　

前
項
の
歳
入
等
に
つ
い
て
、
そ
の
収
納
に
関
す
る
事
務
（
以
下
「
歳
入
等
収
納
事
務
」
と
い
う
。
）
を

委
託
す
る
と
き
は
、
委
託
し
よ
う
と
す
る
者
と
の
間
に
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３  　

前
条
第
二
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
歳
入
等
収
納
事
務
を
委
託
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

　

第
三
十
八
条
第
二
項
中
「
前
号
」
を
「
前
項
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
九
条
第
二
項
第
五
号
中
「
書
面
」
を
「
文
書
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
関
係
書
類
」
を
「
関

係
文
書
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
条
第
一
項
中
「
現
金
払
込
票
」
の
下
に
「
（
第
十
六
号
様
式
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
現

金
払
込
票
」
を
「
納
入
通
知
書
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
一
条
第
一
項
第
五
号
中
「
第
百
七
十
八
条
」
を
「
第
百
七
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
不
納
欠
損
処
分
調
書
（
第
二
十
一
号
様
式
）
を
作
成
し
て
」
を
「
必
要
な
事
項
を
電
子
計
算
組
織
に

入
力
し
て
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
二
条
第
一
項
中
「
、
歳
入
払
戻
命
令
書
（
第
二
十
二
号
様
式
）
を
作
成
し
」
を
削
り
、
「
当
該
歳

入
払
戻
命
令
書
に
関
係
書
類
を
添
え
て
」
を
「
電
子
計
算
組
織
に
、
関
係
文
書
を
添
付
し
た
上
で
、
必
要
な

事
項
を
入
力
す
る
こ
と
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
項
後
段
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
歳
入
払
戻
命
令
書
」
を

「
歳
入
払
戻
命
令
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
三
条
第
一
項
中
「
更
正
書
（
第
二
十
三
号
様
式
）
に
よ
り
」
を
「
必
要
な
事
項
を
電
子
計
算
組
織

に
入
力
し
て
、
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

　

第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
送
金
取
消
歳
入
組
入
報
告
書
の
送
付
」
を
「
送
金
を
取
り
消
し
た
旨
の
報
告
」

に
、
「
当
該
報
告
書
」
を
「
当
該
報
告
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
五
条
第
三
項
中
「
調
定
決
議
書
の
余
白
に
「
繰
越
」
と
表
示
し
て
、
」
を
削
る
。

　

第
四
十
六
条
の
見
出
し
を
「
（
帳
票
の
管
理
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
、
第
二
十
二
条
」
を
削
り
、
「
、

第
三
十
九
条
、
第
四
十
一
条
、
第
四
十
二
条
及
び
第
四
十
三
条
」
を
「
及
び
第
三
十
九
条
」
に
、
「
も
の
の

ほ
か
、
」
を
「
帳
票
並
び
に
」
に
、
「
を
備
え
」
を
「
に
」
に
改
め
、
第
二
章
中
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を

加
え
る
。

　

（
収
入
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
の
特
例
）

第

四
十
六
条
の
二　

第
三
十
六
条
第
五
項
に
規
定
す
る
委
託
徴
収
金
報
告
書
及
び
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る

徴
収
金
整
理
表
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
帳
票
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
の
作
成
を

も
つ
て
、
こ
れ
ら
の
帳
票
の
作
成
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
四
十
七
条
第
一
項
中
「
支
出
負
担
行
為
決
議
書
（
第
二
十
九
号
様
式
）
に
よ
り
」
を
「
必
要
な
事
項
を

電
子
計
算
組
織
に
入
力
し
て
」
に
、
「
書
面
」
を
「
方
法
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
支
出
負
担
行
為
決

議
書
兼
支
出
命
令
書
（
第
二
十
九
号
様
式
の
二
）
」
を
「
電
子
計
算
組
織
に
よ
る
支
出
負
担
行
為
決
議
兼
支

出
命
令
の
入
力
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
、
支
出
負
担
行
為
全
額
が
債
務
負
担
行
為
と
な
る
も
の
及
び

別
表
第
五
に
お
い
て
契
約
を
締
結
す
る
と
き
が
支
出
負
担
行
為
と
し
て
整
理
す
る
時
期
と
な
つ
て
い
る
も
の

で
あ
つ
て
公
金
振
替
に
よ
り
支
出
を
す
る
」
を
「
及
び
支
出
負
担
行
為
全
額
が
債
務
負
担
行
為
と
な
る
」
に

改
め
、
「
と
い
う
。
）
」
の
下
に
「
の
作
成
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項

中
「
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
し
た
支
出
負
担
行
為
決
議
書
（
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
支
出
負
担
行
為

を
し
た
も
の
、
返
納
を
伴
う
変
更
契
約
を
す
る
も
の
又
は
負
担
金
、
補
助
金
若
し
く
は
交
付
金
に
つ
い
て
返

納
を
伴
う
変
更
交
付
決
定
を
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
起
案
書
等
）
に
よ
り
、
又
は
こ
れ
に
科
目
内
訳
表
若
し

く
は
債
権
者
内
訳
表
を
添
え
て
、
」
を
「
当
該
支
出
負
担
行
為
の
変
更
又
は
取
消
し
に
つ
い
て
電
子
計
算
組

織
に
入
力
し
て
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　

  　

た
だ
し
、
前
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
支
出
負
担
行
為
を
し
た
も
の
、
返
納
を
伴
う
変
更
契
約
を
す
る

も
の
又
は
負
担
金
、
補
助
金
若
し
く
は
交
付
金
に
つ
い
て
返
納
を
伴
う
変
更
交
付
決
定
を
す
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
変
更
又
は
取
消
し
に
係
る
起
案
書
等
の
作
成
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　

第
四
十
七
条
中
第
四
項
を
第
二
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
削
る
。

　

第
五
十
条
第
一
項
中
「
書
類
」
を
「
文
書
」
に
改
め
、
「
主
な
も
の
」
の
下
に
「
並
び
に
会
計
管
理
者
等

の
事
前
合
議
の
要
否
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
会
計
管
理
者
等
に
支
出
負
担
行
為
」
の
下
に
「
（
第
四

十
七
条
第
一
項
第
二
号
又
は
同
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
起
案
書
等
で
行
う
支
出
負
担
行
為
を
含

む
。
）
」
を
加
え
、
「
支
出
負
担
行
為
決
議
書
（
第
四
十
七
条
第
一
項
第
二
号
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
起
案
書
等
で
支
出
負
担
行
為
を
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
起
案
書
等
）
に
必
要
な
書
類
」
を
「
当

該
支
出
負
担
行
為
に
必
要
な
文
書
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
一
条
第
一
項
中
「
支
出
命
令
書
（
第
三
十
二
号
様
式
）
又
は
支
出
負
担
行
為
決
議
書
兼
支
出
命
令

書
（
以
下
「
支
出
命
令
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
会
計
管
理
者
等
に
支
出
命
令
」
を
「
必
要
な
事
項
を
電

子
計
算
組
織
に
入
力
し
、
会
計
管
理
者
等
に
支
出
命
令
（
支
出
負
担
行
為
決
議
兼
支
出
命
令
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
の
請
求
書
」
の
下
に
「
（
請
求
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し

た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
の
各
号
」
を
削
り
、
「
支
払
調
書
等
に
よ
り
」
を

「
電
子
計
算
組
織
に
、
支
払
調
書
等
（
支
払
調
書
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
含

む
。
以
下
同
じ
。
）
を
添
付
し
た
上
で
」
に
改
め
、
同
項
第
十
一
号
中
「
私
人
に
支
出
事
務
」
を
「
第
六
十

九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
金
支
出
事
務
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
を
削
る
。
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第
五
十
二
条
の
見
出
し
を
「
（
支
出
命
令
の
時
期
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
発
し
た
」
を
「
発

す
る
」
に
、
「
第
四
十
七
条
及
び
第
百
六
十
八
条
に
規
定
す
る
必
要
な
書
類
を
添
え
て
、
会
計
管
理
者
等
に

送
付
し
な
け
れ
ば
」
を
「
電
子
計
算
組
織
に
、
第
四
十
七
条
に
規
定
す
る
支
出
負
担
行
為
（
第
五
十
条
第
一

項
に
規
定
す
る
必
要
な
文
書
を
含
む
。
）
及
び
第
百
六
十
八
条
に
規
定
す
る
必
要
な
文
書
を
添
付
し
な
け
れ

ば
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
支
出
命
令
書
等
及
び
前
項
に
規
定
す
る
必
要
な
書
類
を
別
に
定
め
る
時
期

ま
で
に
会
計
管
理
者
等
に
送
付
し
な
け
れ
ば
」
を
「
支
出
命
令
は
、
別
に
定
め
る
時
期
ま
で
に
発
し
な
け
れ

ば
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
四
条
の
見
出
し
中
「
審
査
」
の
下
に
「
及
び
支
払
日
の
決
定
」
を
加
え
、
同
条
第
一
項
中
「
の
各

号
」
を
削
り
、
「
審
査
及
び
」
を
「
審
査
を
し
、
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
引
き
換
え
」
を
「
引
換
え
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
以
下
同
じ
。
）
に
」

の
下
に
「
電
子
計
算
組
織
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
」
を
加
え
、
「
を
し
て
」
を
「
に
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項

中
「
引
き
換
え
」
を
「
引
換
え
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
振
出
し
は
、
」
の
下
に
「
電
子
計
算
組
織
に

よ
り
作
成
さ
れ
た
」
を
加
え
る
。

　

第
五
十
六
条
第
二
項
中
「
（
指
定
金
融
機
関
が
支
払
の
期
日
前
に
口
座
振
替
に
係
る
額
等
の
情
報
を
通
知

す
る
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
」
を
削
る
。

　

第
五
十
九
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
納
付
期
限
」
を
「
納
期
限
」
に
、
「
隔
地
払
に
よ
る
」
を
「
資
金
前

渡
の
方
法
に
よ
り
、
支
払
を
さ
せ
る
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
一
条
第
一
項
中
「
引
き
換
え
」
を
「
引
換
え
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
資
金
前
渡
精
算
書

（
第
三
十
九
号
様
式
）
（
全
て
の
支
出
科
目
（
同
一
会
計
内
に
限
る
。
）
を
記
載
で
き
な
い
と
き
は
、
科
目

内
訳
表
を
添
付
す
る
。
）
に
証
拠
書
類
を
添
え
て
支
出
命
令
者
に
提
出
し
て
、
」
を
「
、
電
子
計
算
組
織

に
、
証
拠
と
な
る
文
書
を
添
付
し
た
上
で
、
必
要
な
事
項
を
入
力
す
る
こ
と
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
条
第
三

項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
証
拠
書
類
」
を
「
証
拠
と
な
る
文
書
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
に
よ

り
資
金
前
渡
精
算
書
が
提
出
さ
れ
た
」
を
「
に
よ
る
精
算
手
続
が
さ
れ
た
」
に
、
「
う
え
」
を
「
上
」
に
、

「
送
付
し
な
け
れ
ば
」
を
「
通
知
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
三
条
第
一
項
中
「
支
出
命
令
者
に
精
算
書
を
提
出
し
て
、
」
を
「
電
子
計
算
組
織
に
、
証
拠
と
な

る
文
書
を
添
付
し
た
上
で
、
必
要
な
事
項
を
入
力
す
る
こ
と
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、

同
条
第
二
項
中
「
精
算
書
が
提
出
さ
れ
た
」
を
「
規
定
に
よ
る
精
算
手
続
が
さ
れ
た
」
に
、
「
う
え
」
を

「
上
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
前
条
第
一
号
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
五
条
第
三
号
中
「
歳
入
の
徴
収
又
は
収
納
」
を
「
歳
入
徴
収
事
務
又
は
歳
入
等
収
納
事
務
」
に
改

め
る
。

　

第
六
十
六
条
第
一
項
中
「
書
類
」
を
「
文
書
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
七
条
第
一
項
中
「
会
計
管
理
者
は
」
の
下
に
「
、
県
税
及
び
こ
れ
に
付
随
す
る
諸
収
入
の
還
付
に

限
り
」
を
加
え
る
。

　

第
六
十
九
条
の
見
出
し
中
「
支
出
事
務
」
を
「
公
金
の
支
出
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
支
出
事
務
」

を
「
公
金
支
出
事
務
」
に
、
「
書
面
」
を
「
文
書
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中

「
支
出
事
務
」
を
「
公
金
支
出
事
務
」
に
、
「
つ
ど
」
を
「
都
度
」
に
、
「
関
係
書
類
」
を
「
関
係
文
書
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
支
出
の
」
を
「
公
金
支
出
」
に
改
め
、
同

項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
中
「
第
百
六
十
五
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
経
費
に
つ
い
て
は
、

私
人
に
そ
の
支
出
の
事
務
」
を
「
第
百
七
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
歳
出
に
つ
い
て
、
そ
の
支
出
に

関
す
る
事
務
（
以
下
「
公
金
支
出
事
務
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
私
人
と
の
」
を
「
者
と
の
」
に
改
め
、
同

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２  　

公
金
支
出
事
務
を
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て
、
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事

が
指
定
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

公
金
事
務
を
適
切
か
つ
確
実
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
財
産
的
基
礎
を
有
す
る
こ
と
。

　

二  　

そ
の
人
的
構
成
等
に
照
ら
し
て
、
公
金
事
務
を
適
切
か
つ
確
実
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
知
識
及

び
経
験
を
有
し
、
か
つ
、
十
分
な
社
会
的
信
用
を
有
す
る
こ
と
。

　

第
六
十
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６  　

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
公
金
支
出
事
務
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
契
約
で
定
め
る
も
の
と

す
る
。

　

第
七
十
五
条
第
一
項
中
「
支
出
命
令
書
等
、
歳
入
戻
入
命
令
書
、
外
現
金
・
基
金
払
出
命
令
書
又
は
一
時

借
入
金
払
出
命
令
書
」
を
「
支
出
命
令
、
歳
入
払
戻
命
令
（
一
時
借
入
金
に
つ
い
て
の
払
出
命
令
を
含

む
。
）
又
は
外
現
金
・
基
金
払
出
命
令
（
第
八
十
七
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
該
当
す
る
場
合
に
発
す

る
命
令
を
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

　

第
八
十
一
条
第
二
項
中
「
う
え
」
を
「
上
」
に
改
め
る
。

　

第
八
十
八
条
第
一
項
中
「
支
出
命
令
書
等
、
外
現
金
・
基
金
払
出
命
令
書
（
第
四
十
三
号
様
式
）
又
は
歳

入
払
戻
命
令
書
に
よ
り
、
命
令
を
発
し
、
こ
れ
に
収
入
命
令
者
又
は
支
出
命
令
者
か
ら
送
付
さ
れ
た
納
入
通

知
書
又
は
振
替
通
知
書
を
添
え
て
会
計
管
理
者
等
に
送
付
し
な
け
れ
ば
」
を
「
必
要
な
事
項
を
電
子
計
算
組

織
に
入
力
し
て
、
会
計
管
理
者
等
に
命
令
を
発
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
る
。

　

第
八
十
九
条
中
「
う
え
」
を
「
上
」
に
改
め
る
。

　

第
九
十
条
第
二
項
中
「
書
類
」
を
「
文
書
」
に
改
め
る
。

　

第
九
十
三
条
第
一
項
中
「
返
納
決
議
書
（
第
四
十
七
号
様
式
）
又
は
支
出
負
担
行
為
（
変
更
）
兼
返
納
決

議
書
（
第
四
十
七
号
様
式
の
二
）
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
返
納
決
議
書
等
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
」

を
「
必
要
な
事
項
を
電
子
計
算
組
織
に
入
力
し
、
返
納
の
決
定
を
行
い
」
に
改
め
、
「
又
は
振
替
通
知
書

（
第
四
十
八
号
様
式
の
二
）
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

五

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
振
替
通
知
書
」
を
削
り
、
「
記
載
す
る
返
納
期
限
」
を
「
記
載
す
る
納
期

限
」
に
、
「
、
返
納
期
限
」
を
「
、
当
該
期
限
」
に
改
め
、
同
項
後
段
を
削
り
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。

３　

前
項
の
納
期
限
は
、
出
納
閉
鎖
期
日
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

第
九
十
四
条
中
「
私
人
に
支
出
の
事
務
」
を
「
公
金
支
出
事
務
」
に
改
め
る
。

　

第
九
十
五
条
の
見
出
し
を
「
（
帳
票
の
管
理
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
、
第
五
十
条
、
第
五
十
一
条
」
、

「
、
第
六
十
一
条
」
及
び
「
、
第
八
十
八
条
」
を
削
り
、
「
も
の
を
備
え
」
を
「
帳
票
（
第
四
十
七
条
に
お

い
て
は
起
案
書
等
）
に
」
に
、
「
つ
ど
」
を
「
都
度
」
に
改
め
、
第
三
章
中
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え

る
。

　

（
支
出
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
の
特
例
）

第

九
十
五
条
の
二　

第
六
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
前
渡
資
金
出
納
簿
、
第
七
十
七
条
に
規
定
す
る
小
切
手

振
出
済
通
知
書
等
送
付
簿
及
び
第
八
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
小
切
手
振
出
整
理
票
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ら
の
帳
票
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
の
作
成
を
も
つ
て
、
こ
れ
ら
の
帳
票
の
作
成

に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
九
十
六
条
中
「
書
類
」
を
「
調
書
」
に
改
め
る
。

　

第
九
十
七
条
中
「
書
類
」
を
「
調
書
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
予
算
額
」
を
「
予
算
」
に
改
め
、
同

条
第
五
号
中
「
前
条
第
一
項
各
号
」
を
「
前
条
各
号
」
に
改
め
る
。

　

第
九
十
八
条
第
二
項
中
「
書
類
」
を
「
文
書
」
に
改
め
る
。

　

第
百
条
第
一
項
中
「
つ
ど
」
を
「
都
度
」
に
改
め
る
。

　

第
百
二
条
第
一
項
中
「
外
現
金
・
基
金
受
入
書
（
第
六
十
七
号
様
式
）
に
、
受
入
れ
の
根
拠
及
び
計
算
の

基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
そ
の
他
必
要
な
書
類
を
添
え
て
し
な
け
れ
ば
」
を
「
電
子
計
算
組
織
に
、
受
入

れ
の
根
拠
及
び
計
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
文
書
そ
の
他
必
要
な
文
書
を
添
付
し
た
上
で
、
必
要
な
事
項

を
入
力
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
外
現
金
・
基
金
払
出
命
令
書
を
作
成
し
、
当
該
外
現
金

・
基
金
払
出
命
令
書
に
関
係
書
類
を
添
え
て
」
を
「
電
子
計
算
組
織
に
、
関
係
文
書
を
添
付
し
た
上
で
、
必

要
な
事
項
を
入
力
し
、
」
に
改
め
、
同
項
後
段
を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。

　

第
百
二
条
の
二
を
削
る
。

　

第
百
四
条
中
「
有
価
証
券
を
」
を
「
有
価
証
券
の
」
に
、
「
つ
ど
」
を
「
都
度
」
に
改
め
る
。

　

第
百
七
条
の
見
出
し
を
「
（
帳
票
の
管
理
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
百
条
」
を
「
第
百
条
、
第
百
三

条
」
に
、
「
も
の
の
ほ
か
、
」
を
「
帳
票
並
び
に
」
に
、
「
を
備
え
」
を
「
に
」
に
、
「
つ
ど
」
を
「
都

度
」
に
改
め
、
第
五
章
中
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
現
金
及
び
有
価
証
券
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
の
特
例
）

第

百
七
条
の
二　

第
百
条
に
規
定
す
る
現
金
出
納
表
及
び
前
条
に
規
定
す
る
歳
計
現
金
等
保
管
残
高
整
理
簿

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
帳
票
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
の
作
成
を
も
つ
て
、
こ
れ

ら
の
帳
票
の
作
成
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
百
九
条
第
一
項
中
「
外
現
金
・
基
金
受
入
書
に
受
入
根
拠
及
び
計
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
そ

の
他
必
要
な
書
類
を
添
え
て
し
な
け
れ
ば
」
を
「
電
子
計
算
組
織
に
、
受
入
根
拠
及
び
計
算
の
基
礎
を
明
ら

か
に
し
た
文
書
そ
の
他
必
要
な
文
書
を
添
付
し
た
上
で
、
必
要
な
事
項
を
入
力
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
受
入
票
」
を
「
受
入
れ
」
に
、
「
作
成
し
な
け
れ
ば
」
を
「
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

　

第
百
十
一
条
第
一
項
中
「
外
現
金
・
基
金
払
出
命
令
書
を
作
成
し
、
当
該
外
現
金
・
基
金
払
出
命
令
書
に

関
係
書
類
を
添
え
て
」
を
「
電
子
計
算
組
織
に
、
関
係
文
書
を
添
付
し
た
上
で
、
必
要
な
事
項
を
入
力
し
」

に
改
め
、
同
項
後
段
を
削
る
。

　

第
百
十
三
条
中
「
う
え
」
を
「
上
」
に
改
め
る
。

　

第
百
十
五
条
第
二
項
を
削
る
。

　

第
百
十
六
条
の
見
出
し
を
「
（
帳
票
の
管
理
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
、
第
百
十
条
及
び
第
百
十
一
条
」

を
「
か
ら
第
百
十
一
条
ま
で
」
に
、
「
も
の
の
ほ
か
、
」
を
「
帳
票
及
び
」
に
、
「
を
備
え
」
を
「
に
」

に
、
「
つ
ど
」
を
「
都
度
」
に
改
め
る
。

　

第
百
二
十
条
第
二
項
中
「
、
公
金
振
替
書
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
書
類
」
を
「
文
書
」
に
改
め

る
。

　

第
百
二
十
三
条
中
「
う
え
」
を
「
上
」
に
改
め
る
。

　

第
百
二
十
五
条
第
二
項
中
「
、
収
支
日
計
表
を
添
え
て
」
を
削
る
。

　

第
百
二
十
七
条
中
「
振
り
替
え
」
を
「
振
替
を
」
に
改
め
る
。

　

第
百
二
十
八
条
及
び
第
百
二
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
二
十
八
条
及
び
第
百
二
十
九
条　

削
除

　

第
百
三
十
条
中
「
送
金
取
消
歳
入
組
入
報
告
書
に
よ
り
」
を
「
取
消
事
由
の
生
じ
た
月
の
翌
月
十
日
ま
で

に
」
に
改
め
る
。

　

第
百
三
十
四
条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

計

算

書

名

提
出
先
名

提
出
期
限

歳
計
現
金
等
保
管
残
高
報
告
書

支
払
拒
絶
証
券
報
告
書

会
計
管
理
者

会
計
管
理
者

毎　
　

日

そ
の
都
度

　

第
百
三
十
六
条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

薄
冊
の
区
分

整

理

保

管

事

項

整
理
保
管
す
る
者

本
庁
等
か　
　

い
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調
定
関
係
薄
冊

（
そ
の
一
）

調
定
関
係
簿
冊

（
そ
の
二
）

収
納
関
係
簿
冊

（
そ
の
一
）

収
納
関
係
簿
冊

（
そ
の
二
）

収
納
関
係
簿
冊

（
そ
の
三
）

収
納
関
係
簿
冊

（
そ
の
四
）

更
正
関
係
簿
冊

歳
入
歳
出
外
現

金
受
入
関
係
簿

冊歳
入
歳
出
外
現

金
収
納
関
係
簿

冊基
金
受
入
関
係

簿
冊

基
金
収
納
関
係

簿
冊

支
出
負
担
行
為

関
係
簿
冊

支
出
関
係
簿
冊

（
そ
の
一
）

支
出
関
係
簿
冊

（
そ
の
二
）

歳
入
歳
出
外
現

金
払
出
関
係
簿

冊

調
定
決
議 

（
不
納
欠
損
処
分
に
係
る
も
の
を

除
く
。
）

不
納
欠
損
処
分
に
係
る
調
定
決
議

収
納
済
通
知
票
（
歳
入
歳
出
外
現
金
、
基
金
及

び
戻
入
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）　

収
納
済
票

・
領
収
書

収
納
金
証
券
不
渡
通
知
書

歳
入
払
戻
命
令

支
払
拒
絶
証
券
報
告
書

更
正

歳
入
歳
出
外
現
金
の
受
入
れ

収
納
済
通
知
票
（
歳
入
歳
出
外
現
金
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）

基
金
に
属
す
る
現
金
の
受
入
れ

収
納
済
通
知
票
（
基
金
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）

支
出
負
担
行
為
決
議

支
出
命
令　

支
出
負
担
行
為
決
議
兼
支
出
命
令

　

資
金
前
渡
精
算　

概
算
払
精
算　

収
納
済
通

知
票
（
戻
入
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

返
納
決
議　

支
出
負
担
行
為
（
変
更
）
兼
返
納

決
議

歳
入
歳
出
外
現
金
の
払
出
し　

収
入
命

令
者

収
入
命

令
者

会
計
管

理
者

収
入
命

令
者

収
入
命

令
者

会
計
管

理
者

収
入
命

令
者

支
出
命

令
者

収
入
命

令
者

会
計
管

理
者

所
属
長

（
か
い

長
を
除

く
。
）

会
計
管

理
者

支
出
命

令
者

支
出
命

令
者

支
出
命

令
者

支
出
命

令
者

収
入
命
令

者収
入
命
令

者会
計
管
理

者収
入
命
令

者収
入
命
令

者会
計
管
理

者収
入
命
令

者支
出
命
令

者収
入
命
令

者会
計
管
理

者支
出
命
令

者支
出
命
令

者支
出
命
令

者支
出
命
令

者

基
金
払
出
関
係

簿
冊

基
金
に
属
す
る
歳
入
歳
出
外
現
金
の
払
出
し

所
属
長

（
か
い

長
を
除

く
。
）

　

第
百
三
十
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２  　

前
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
保
管
す
る
場
合
は
、
書
面
に
代
え
て
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録

し
た
電
磁
的
記
録
に
よ
り
整
理
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
百
三
十
九
条
第
一
項
中
「
備
え
」
を
「
備
え
付
け
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２  　

前
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
書
を
備
え
る
場
合
は
、
書
面
に
代
え
て
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記

録
し
た
電
磁
的
記
録
を
備
え
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
百
四
十
二
条
第
一
項
第
三
号
中
「
評
価
額
」
の
下
に
「
又
は
取
得
価
格
」
を
加
え
る
。

　

第
百
四
十
五
条
中
「
申
出
な
け
れ
ば
」
を
「
申
し
出
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

　

第
百
四
十
六
条
第
一
項
中
「
前
条
の
」
を
「
前
条
の
規
定
に
よ
る
」
に
、
「
、
材
料
品
、
備
品
及
び
動

物
」
を
「
及
び
材
料
品
」
に
、
「
あ
つ
て
は
、
」
を
「
あ
つ
て
は
」
に
、
「
、
材
料
品
出
納
簿
及
び
備
品
使

用
簿
」
を
「
及
び
材
料
品
出
納
簿
」
に
改
め
、
「
に
よ
り
」
の
下
に
「
、
備
品
及
び
動
物
に
あ
つ
て
は
電
子

計
算
組
織
に
入
力
す
る
こ
と
に
よ
り
」
を
加
え
る
。

　

第
百
四
十
七
条
第
一
項
中
「
職
員
」
を
「
保
管
責
任
者
」
に
、
「
申
出
な
け
れ
ば
」
を
「
申
し
出
な
け
れ

ば
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
」
を
「
前
項
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
「
、
備
品
使
用
簿
に
よ

り
」
を
削
り
、
「
使
用
職
員
を
し
て
」
を
「
保
管
責
任
者
に
」
に
改
め
る
。

　

第
百
四
十
八
条
第
一
項
中
「
県
に
お
い
て
」
を
削
り
、
「
物
品
不
用
決
定
調
書
（
第
百
十
号
様
式
）
」
を

「
物
品
不
用
決
定
調
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
物
品
売
却
調
書
（
第
百
十
一
号
様
式
）
」
を
「
物
品

売
却
（
棄
却
）
調
書
」
に
、
「
売
却
す
る
も
の
と
す
る
」
を
「
売
却
又
は
棄
却
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
物
品
譲
渡
調
書
（
第
百
十
二
号
様
式
）
」
を

「
物
品
譲
渡
調
書
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
物
品
交
換
調
書
（
第
百
十
三
号
様
式
）
」
を
「
物
品
交
換

調
書
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
前
三
項
」
を
「
前
各
項
」
に
改
め
る
。

　

第
百
四
十
九
条
第
一
項
中
「
物
品
管
理
換
調
書
（
第
百
十
四
号
様
式
）
」
を
「
物
品
管
理
換
調
書
」
に
、

「
物
品
管
理
換
書
（
第
百
十
五
号
様
式
）
」
を
「
物
品
管
理
換
書
」
に
改
め
る
。

　

第
百
五
十
条
第
一
項
中
「
生
産
製
作
品
調
書
（
第
百
十
六
号
様
式
）
」
を
「
生
産
製
作
品
調
書
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
物
品
売
却
調
書
」
を
「
物
品
売
却
（
棄
却
）
調
書
」
に
改
め
る
。

　

第
百
五
十
一
条
中
「
物
品
収
得
調
書
（
第
百
十
七
号
様
式
）
」
を
「
物
品
収
得
調
書
」
に
改
め
る
。

　

第
百
五
十
二
条
中
「
寄
附
物
品
調
書
（
第
百
十
八
号
様
式
）
」
を
「
寄
附
物
品
調
書
」
に
改
め
る
。

　

第
百
五
十
三
条
中
「
物
品
区
分
変
更
調
書
（
第
百
十
九
号
様
式
）
」
を
「
物
品
区
分
変
更
調
書
」
に
改
め
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る
。

　

第
百
五
十
五
条
第
一
項
中
「
旅
行
先
購
入
物
品
引
継
書
（
第
百
二
十
四
号
様
式
）
」
を
「
旅
行
先
購
入
物

品
引
継
書
」
に
改
め
る
。

　

第
百
五
十
七
条
中
「
を
表
示
し
な
け
れ
ば
」
を
「
の
表
示
（
バ
ー
コ
ー
ド
そ
の
他
の
情
報
通
信
技
術
を
利

用
す
る
た
め
の
符
号
に
よ
る
表
示
を
含
む
。
）
を
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

　

第
百
六
十
一
条
第
一
項
中
「
備
え
、
」
を
「
備
え
付
け
、
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

帳
簿
名

備
え
付
け
る
者

占
有
品
出
納
簿

消
耗
品
出
納
簿

材
料
品
出
納
簿

生
産
製
作
品
出
納
簿

郵
券
証
紙
類
受
払
簿

出
納
員
又
は
物
品
出
納
員

〃〃〃〃

　

第
百
六
十
一
条
第
二
項
中
「
備
品
使
用
簿
及
び
」
を
削
る
。

　

第
百
六
十
一
条
の
二
第
四
項
中
「
第
一
項
の
」
を
「
第
二
項
の
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、

同
条
第
三
項
の
表
以
外
の
部
分
中
「
第
一
項
」
を
「
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
の
表
の
物
品
管
理
者
の
項
中

「
第
百
四
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
物

品
の
不
用
の
決
定

会
計
管
理
者
等
又

は
物
品
出
納
員

第
百
四
十
八
条
第

五
項

」
を

「
第
百
四
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
物

品
の
不
用
の
決
定

会
計
管
理
者
等
又

は
物
品
出
納
員

第
百
四
十
八
条
第

五
項

」
に
、

第
百
四
十
八
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
物

品
の
売
却
又
は
棄
却

の
決
定

会
計
管
理
者
等
又

は
物
品
出
納
員

第
百
四
十
八
条
第

五
項

「
第
百
四
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
物

品
の
管
理
換
え
の
決

定

出
納
員
又
は
物
品

出
納
員

第
百
四
十
九
条
第

一
項

」
を

「
第
百
四
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
物

品
の
管
理
換
え
の
決

定

出
納
員
又
は
物
品

出
納
員

第
百
四
十
九
条
第

一
項

」
に
、

第
百
五
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
生
産

製
作
品
の
売
却
の
決

定

会
計
管
理
者
等
又

は
物
品
出
納
員

第
百
五
十
条
第
二

項

「
第
百
五
十
一
条
の
規

定
に
よ
る
収
得
物
品

の
受
入
れ
の
決
定

会
計
管
理
者
等
又

は
物
品
出
納
員

第
百
五
十
一
条

」
を

「
第
百
五
十
一
条
の
規

定
に
よ
る
収
得
物
品

の
受
入
れ
の
決
定

会
計
管
理
者
等
又

は
物
品
出
納
員

第
百
五
十
一
条

」
に
、
「
第
百
五
十
三
条
第
一
項
」
を

第
百
五
十
二
条
の
規

定
に
よ
る
寄
附
物
品

の
受
入
れ
の
決
定

会
計
管
理
者
等
又

は
物
品
出
納
員

第
百
五
十
二
条

「
第
百
五
十
三
条
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
電
磁
的
記
録
」
の
下
に

「
（
物
品
借
受
申
請
書
及
び
物
品
受
領
書
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一

項
中
「
第
百
四
十
八
条
第
一
項
」
を
「
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
帳
簿
並
び
に
第
百
四
十
八
条
第
一
項
」

に
、
「
物
品
売
却
調
書
」
を
「
物
品
売
却
（
棄
却
）
調
書
」
に
改
め
、
「
物
品
管
理
換
書
」
の
下
に
「
、
第

百
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
生
産
製
作
品
調
書
」
を
、
「
物
品
収
得
調
書
」
の
下
に
「
、
第
百
五
十
二
条

に
規
定
す
る
寄
附
物
品
調
書
」
を
加
え
、
「
、
第
百
五
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
物
品
部
外
貸
付
調
書
」

を
削
り
、
「
に
つ
い
て
は
、
当
該
帳
票
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
の
作
成
を
も
つ
て
、

当
該
帳
票
の
作
成
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
を
「
の
各
帳
票
に
つ
い
て
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
」
に
改

め
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２  　

前
項
に
規
定
す
る
帳
票
（
生
産
製
作
品
調
書
を
除
く
。
）
並
び
に
第
百
五
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

物
品
借
受
申
請
書
及
び
物
品
部
外
貸
付
調
書
並
び
に
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
物
品
受
領
書
に
つ
い
て

は
、
当
該
帳
票
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
の
作
成
を
も
つ
て
、
当
該
帳
票
の
作
成
に

代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
百
六
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。
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２  　

前
項
の
財
産
調
書
に
つ
い
て
は
、
当
該
財
産
調
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
の
作

成
を
も
つ
て
、
当
該
財
産
調
書
の
作
成
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

「
第
十
一
章　

計
算
報
告
及
び
証
拠
書
類
」
を
「
第
十
一
章　

計
算
報
告
及
び
証
拠
と
な
る
文
書
」
に
改

め
る
。

　

第
百
六
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
六
十
四
条　

削
除

　

第
百
六
十
六
条
中
「
基
金
整
理
表
（
総
括
）
を
指
定
金
融
機
関
の
収
支
金
等
月
計
報
告
書
及
び
基
金
月
計

報
告
書
と
照
合
し
、
当
該
計
算
書
等
」
を
「
基
金
整
理
票
（
総
括
）
等
」
に
改
め
る
。

　

「
第
二
節　

証
拠
書
類
」
を
「
第
二
節　

証
拠
と
な
る
文
書
」
に
改
め
る
。

　

第
百
六
十
八
条
の
見
出
し
中
「
証
拠
書
類
」
を
「
証
拠
と
な
る
文
書
」
に
改
め
、
同
条
各
号
列
記
以
外
の

部
分
中
「
証
拠
書
類
」
を
「
証
拠
と
な
る
文
書
」
に
、
「
第
百
三
十
六
条
」
を
「
第
百
三
十
六
条
第
一
項
」

に
、
「
掲
げ
る
書
類
」
を
「
掲
げ
る
文
書
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
証
拠
書
類
」
を
「
証
拠
と
な
る
文

書
」
に
改
め
、
同
号
ハ
及
び
ニ
を
削
り
、
同
号
ホ
中
「
書
類
」
を
「
文
書
」
に
改
め
、
同
号
ホ
を
同
号
ハ
と

し
、
同
条
第
二
号
中
「
証
拠
書
類
」
を
「
証
拠
と
な
る
文
書
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
書
類
」
を
「
文
書
」

に
改
め
る
。

　

第
百
六
十
九
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
証
拠
書
類
」
を
「
証
拠
と
な
る

文
書
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
証
拠
書
類
」
を
「
証
拠
と
な
る
文
書
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
証

拠
書
類
」
を
「
証
拠
と
な
る
文
書
」
に
、
「
そ
れ
ぞ
れ
書
類
作
成
者
」
を
「
そ
れ
ぞ
れ
文
書
作
成
者
」
に
改

め
、
同
項
第
五
号
中
「
証
拠
書
類
」
を
「
証
拠
と
な
る
文
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
証
拠
書
類
」
を

「
証
拠
と
な
る
文
書
」
に
、
「
書
類
の
写
し
」
を
「
文
書
の
写
し
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
支
出
命
令

書
等
」
を
「
支
出
命
令
」
に
、
「
書
類
」
を
「
文
書
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
資
金
前
渡
精
算
書
に
添

付
し
な
け
れ
ば
」
を
「
精
算
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

　

第
百
七
十
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
証
拠
書
類
」
を
「
証
拠
と
な
る
文

書
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
証
拠
書
類
」
を
「
証
拠
と
な
る
文
書
」
に
、
「
で
き
る
書
類
」
を
「
で
き

る
文
書
」
に
、
「
当
該
書
類
」
を
「
当
該
文
書
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
証
拠
書
類
」
を
「
証
拠
と
な

る
文
書
」
に
、
「
で
き
る
書
類
」
を
「
で
き
る
文
書
」
に
改
め
る
。

　

第
百
七
十
二
条
の
見
出
し
中
「
証
拠
書
類
」
を
「
証
拠
と
な
る
文
書
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
支
出

証
拠
書
類
」
を
「
支
出
の
証
拠
と
な
る
文
書
」
に
、
「
第
百
三
十
六
条
」
を
「
第
百
三
十
六
条
第
一
項
」

に
、
「
支
出
帳
票
つ
づ
り
」
を
「
支
出
薄
冊
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
証
拠
書
類
」
を
「
証
拠
と
な
る

文
書
」
に
改
め
る
。

　

第
百
七
十
三
条
の
見
出
し
中
「
証
拠
書
類
」
を
「
証
拠
と
な
る
文
書
」
に
改
め
、
同
条
中
「
支
出
証
拠
書

類
」
を
「
支
出
の
証
拠
と
な
る
文
書
」
に
改
め
、
第
十
一
章
中
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
計
算
報
告
及
び
証
拠
と
な
る
文
書
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
の
特
例
）

第

百
七
十
三
条
の
二　

第
百
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
物
品
出
納
計
算
書
及
び
第
百
六
十
九
条
第
四
項

に
規
定
す
る
支
払
証
明
書
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
帳
票
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録

の
作
成
を
も
つ
て
、
こ
れ
ら
の
帳
票
の
作
成
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
百
七
十
七
条
の
見
出
し
中
「
提
出
書
類
」
を
「
提
出
文
書
」
に
改
め
る
。

　

第
百
七
十
九
条
中
「
関
係
書
類
」
を
「
関
係
文
書
」
に
改
め
る
。

　

第
百
八
十
一
条
第
一
項
中
「
定
期
又
は
」
を
「
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
定
期
及
び
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
歳
入
の
徴
収
又
は
収
納
の
事
務
の

委
託
を
受
け
た
者
及
び
第
六
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
出
事
務
」
を
「
歳
入
徴
収
事
務
、
歳
入
等
収

納
事
務
及
び
公
金
支
出
事
務
」
に
、
「
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
検
査
を
行
う
も
の
と
す
る
」
を

「
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
定
期
及
び
臨
時
に
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
項
を
同

条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
を
削
る
。

　

第
百
八
十
三
条
の
見
出
し
中
「
提
出
書
類
」
を
「
提
出
文
書
」
に
改
め
、
同
条
中
「
前
条
」
を
「
第
百
八

十
一
条
第
一
項
」
に
、
「
と
こ
ろ
に
よ
り
調
書
」
を
「
調
書
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
者
と
の
契
約
で

定
め
る
文
書
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

調
書
名

提
出
者

県
収
納
金
受
払
残
高
表

収
入
計
算
書
（
第
百
五
十
一
号
様
式
）

支
出
計
算
書
（
第
百
五
十
二
号
様
式
）

収
納
代
理
金
融
機
関

歳
入
徴
収
事
務
及
び
歳
入
等
収
納

事
務
の
委
託
を
受
け
た
者

公
金
支
出
事
務
の
委
託
を
受
け
た

者

　

第
百
八
十
七
条
第
一
項
中
「
つ
ど
」
を
「
都
度
」
に
、
「
立
ち
合
せ
た
う
え
」
を
「
立
ち
会
わ
せ
た
上
」

に
改
め
、
第
十
二
章
中
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。　
　

　

（
検
査
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
の
特
例
）

第

百
八
十
七
条
の
二　

第
百
八
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
審
理
書
、
第
百
八
十
三
条
に
規
定
す
る
収
入
計
算

書
及
び
支
出
計
算
書
並
び
に
第
百
八
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
か
い
長
検
査
記
録
簿
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ら
の
帳
票
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
の
作
成
を
も
つ
て
、
こ
れ
ら
の
帳
票
の
作
成

に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
百
九
十
条
第
三
項
中
「
書
面
」
を
「
文
書
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
四
中
「
、
物
品
出
納
員
」
の
下
に
「
、
自
動
支
払
等
分
任
出
納
員
」
を
加
え
、
同
表
の
県
立
高
等

学
校
の
項
の
出
納
員
の
欄
、
大
分
県
立
大
分
豊
府
中
学
校
の
項
の
出
納
員
の
欄
及
び
県
立
特
別
支
援
学
校
の

項
の
出
納
員
の
欄
中
「
事
務
長
」
の
下
に
「
（
統
括
事
務
長
を
置
く
場
合
に
あ
つ
て
は
統
括
事
務
長
。
資
金



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

九

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

前
渡
職
員
の
欄
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
表
の
物
品
出
納
員
の
欄
の
下
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

自
動
支
払
等
分
任
出
納
員

（
総
務
事
務
に
係
る
支
払

に
関
す
る
事
務
を
除

く
。
）

各
課
（
所
、
室
）
庶
務
担

当
の
班
総
括

各
課
庶
務
担
当
の
班
総
括

庶
務
担
当
の
課
長
補
佐

（
総
括
）
、
班
総
括

各
課
（
所
、
隊
）
の
庶
務

担
当
の
課
（
所
、
隊
）
長

補
佐

企
画
管
理
班
の
班
総
括

総
務
課
長
（
大
分
県
税
事

務
所
佐
伯
納
税
事
務
所
及

び
大
分
県
税
事
務
所
豊
後

大
野
納
税
事
務
所
に
あ
つ

て
は
、
所
長
）

健
康
安
全
企
画
課
長
（
地

域
福
祉
室
に
係
る
も
の
に

あ
つ
て
は
地
域
福
祉
室

長
、
保
健
部
に
あ
つ
て
は

健
康
安
全
・
衛
生
課
長
）

愛
護
企
画
課
長

管
理
調
整
監



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

一
〇

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

管
理
担
当
の
班
総
括

グ
ル
ー
プ
長

グ
ル
ー
プ
長

管
理
担
当
の
班
総
括

グ
ル
ー
プ
長

教
務
・
学
生
課
長

生
産
衛
生
班
の
班
総
括

総
務
課
長

分
校
及
び
定
時
制
に
あ
つ

て
は
副
校
長
（
副
校
長
を

置
か
な
い
分
校
及
び
定
時

制
に
あ
つ
て
は
、
教

頭
）
、
通
信
制
に
あ
つ
て

は
教
頭

分
校
の
副
校
長
（
副
校
長

を
置
か
な
い
分
校
に
あ
つ

て
は
、
教
頭
）

　

別
表
第
四
の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

注

　
　

１  　

総
務
事
務
に
係
る
支
払
に
関
す
る
事
務
に
係
る
自
動
支
払
等
分
任
出
納
員
に
つ
い
て
は
、
知
事
が

別
に
定
め
る
。

　
　

２  　

別
表
第
二
の
か
い
並
び
に
大
分
県
税
事
務
所
（
佐
伯
納
税
事
務
所
及
び
豊
後
大
野
納
税
事
務
所
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
東
部
保
健
所
（
地
域
福
祉
室
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
西
部
保
健
所



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

一
一

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

（
地
域
福
祉
室
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
お
い
て
は
、
か
い
に
お
い
て
納
付
書
等
で
の
支
払
を
必

要
と
す
る
経
費
の
資
金
前
渡
職
員
は
、
そ
の
か
い
を
所
管
し
て
い
る
経
理
担
当
か
い
の
出
納
員
の
職

に
あ
る
者
を
も
つ
て
充
て
る
。

　

別
表
第
五
の
一
の
部
中
「
書
類
」
を
「
文
書
」
に
改
め
、
同
表
の
二
の
部
中
「
書
類
」
を
「
文
書
」
に
改

め
、
同
部
の
区
分
の
項
中
「
決
議
書
に
」
を
削
り
、
同
部
の
七
の
項
中
「
支
出
負
担
行
為
決
議
書
兼
支
出
命

令
書
」
を
「
支
出
負
担
行
為
決
議
兼
支
出
命
令
」
に
改
め
、
同
部
の
十
の
項
中
「
、
請
求
の
あ
っ
た
と
き

（
支
払
調
書
等
に
よ
り
支
出
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
支
出
を
決
定
す
る
と
き
）
」
を
「
、
請
求
の
あ
つ
た
と

き
」
に
改
め
、
「
、
用
品
調
達
特
別
会
計
で
取
り
扱
う
用
品
の
要
求
に
係
る
も
の
」
を
削
り
、
同
部
の
十
七

の
項
中
「
、
用
品
調
達
特
別
会
計
で
取
り
扱
う
用
品
の
要
求
に
係
る
も
の
」
を
削
り
、
同
部
の
二
十
一
の

項
、
二
十
四
の
項
及
び
二
十
五
の
項
中
「
支
出
負
担
行
為
決
議
書
兼
支
出
命
令
書
」
を
「
支
出
負
担
行
為
決

議
兼
支
出
命
令
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
六
中
「
書
類
」
を
「
文
書
」
に
改
め
、
同
表
の
区
分
の
項
中
「
決
議
書
に
」
を
削
り
、
同
表
の
一

の
項
及
び
三
の
項
中
「
支
出
負
担
行
為
決
議
書
兼
支
出
命
令
書
」
を
「
支
出
負
担
行
為
決
議
兼
支
出
命
令
」

に
改
め
、
同
表
の
注
３
中
「
支
出
負
担
行
為
決
議
書
兼
支
出
命
令
書
」
を
「
支
出
負
担
行
為
決
議
兼
支
出
命

令
」
に
、
「
返
納
決
議
書
の
作
成
」
を
「
返
納
決
議
」
に
改
め
、
同
表
の
注
４
中
「
支
出
負
担
行
為
決
議

書
」
を
「
支
出
負
担
行
為
決
議
」
に
改
め
、
同
表
の
注
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

５　

別
表
第
五
及
び
別
表
第
六
に
よ
り
整
理
す
る
も
の
の
う
ち
、
公
共
料
金
明
細
事
前
通
知
サ
ー
ビ
ス

に
よ
る
通
知
を
受
け
て
自
動
口
座
振
替
の
方
法
に
よ
り
行
う
支
払
そ
の
他
知
事
が
別
に
定
め
る
支
払

に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

　

第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 第
２
号
様
式

（
第

１
２

条
関

係
） 

 

任
免

内
申

書
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
第

 
 

 
号

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
 

月
 

日
 

  
大

分
県

知
事

 
 

 
 

 
 

 
殿

 
                                            

 
 部

(
局

)
長

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
（

か
い

長
）

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
下

記
の

と
お

り
出

納
員

(
金

銭
出

納
員

、
物

品
出

納
員

及
び

自
動

支
払

等
分

任
出

納
員

)
を

任

命
(
解

任
)
し

た
い

の
で

、
大

分
県

会
計

規
則

第
1
2
条

の
規

定
に

基
づ

き
、

内
申

し
ま

す
。

 
 

記
 

 

部
、

課
、

班
等

名
 

（
か

い
、

課
、

班
等

名
) 

   

任
命

し
よ

う
と

す
る

者
の

職
氏

名
   

 
 

任
命

し
よ

う
と

す
る

者
の

担
当

す
る

会
計

事
務

  
 

 

内
申

者
の

意
見

   
 

解
任

さ
れ

る
者

が
あ

る
と

き
は

、
解

任
さ

れ
る

者
の

職
氏

名
 

  
 

  

任
免

の
希

望
年

月
日

  
 

そ
の

他

  
 

 

備
考

 
 
そ

の
他

の
欄

に
は

、
金

銭
出

納
員

に
つ

い
て

は
担

当
す

る
事

務
を

、
ま

た
出

納
員

(
金

銭
出

納

員
、

物
品

出
納

員
及

び
自

動
支

払
等

分
任

出
納

員
)
の

任
命

替
え

の
と

き
は

そ
の

理
由

等
を

記

入
す

る
こ

と
。

 



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

一
二

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

　

第
七
号
様
式
及
び
第
八
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
７
号
様
式
及
び
第
８
号
様
式

　

削
除

　

第
九
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

加入者名 大分県会計管理者

調定番号

通知番号

金　　額 円

円

金　額

金額内訳 （税率）　左のうち消費税額

円 (10%) 円

円 (8%) 円

円 （消費税非課税分）

納入済証

識別情報

納 期 限 納 期 限 　　　年　月　日

大分県
登録番号

領収書

　収納済票

内　　容

会計

金　　額 円

通知番号

発行所属

金額

円
領 収 日 付 印

上記金額を領収しました。

（発行所属）

発行所属

住所
氏名又は

名称

様

大分県

納 期 限

加入者名

OCR情報

口座番号

領 収 日 付 印

住宅ｼｽﾃﾑ利用欄

内　　容

氏名又は
名称

調定番号調定番号

年　　度

　　　年　月　日

金額

通知番号

領 収 日 付 印

納 期 限

会　　計

　　　年　月　日

※納入の証明として大分県に提出が
　必要な場合は、はさみ等で切り離
　してください。

※再発行できませんので紛失しない
　よう大切に保管してください。

領 収 日 付 印

内　　容通知番号
発行所属

年　　度

年度

収納済通知票

大分県会計管理者 口座番号

Ｃ
Ｖ
Ｓ
等
収
納
用

円

　　　年　月　日 会計 調定番号

区 ｼｽﾃﾑ

氏名又は名称

通常払込料金

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

（納入者控）収入印紙不要

（切り取り線）

（
お
支
払
い
の
際
は
、
切
り
取
ら
な
い
で
お
出
し
く
だ
さ
い
。
）

４４０００１４４０００１４４０００１

（
切
り
取
ら
な
い
で
窓
口
へ
お
出
し
く
だ
さ
い
。
）

（
切
り
取
ら
な
い
で
窓
口
へ
お
出
し
く
だ
さ
い
。
）

（納入者控）

sample
（大分県／CVS等本部

（備考）

納入通知書

内容

金額

納期限

納入場所等

年度

科目

調定番号

通知番号

発行所属

上記のとおり納入してください。

発行日 年 月 日

印大分県知事

（かい長）

第９号様式（第30条関係）



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

一
三

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

　

第
十
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

〈納入場所等〉　〈問合せ先〉

○大分県
　０９７－５３６－１１１１（代表）
　大分県大分市大手町３丁目１－１
　

 ※本件の内容に関するお問合せ
   は、発行所属までご連絡くだ
   さい。

次に掲げる金融機関等で納入してください。

○指定金融機関
　大分銀行の本店・支店・出張所・代理店（県外支店を含む。）

○収納代理金融機関
　次の金融機関のうち大分県内に所在する金融機関の本店・支店等
     銀行（ゆうちょ銀行を除く。）
　   信用農業協同組合連合会　　　農業協同組合
　   漁業協同組合　　　　　　　　信用金庫
   　信用組合　　　　　　　　　　労働金庫
  ※収納代理金融機関の県外の本店・支店等(日本国内に限る。)にあつては、
　　みずほ銀行、三井住友銀行及び豊和銀行の本店・支店等に限る。



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

一
四

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

　

第
十
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
1
0
号
様
式
（
第
3
1
条
関
係
）

殿
大

分
県

知
事

（
か

い
長

）

（
発

行
所

属
）

◎
下

記
の

と
お

り
納

入
通

知
の

金
額

を
変

更
し

ま
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。

円円

◎
差

引
未

納
額

又
は

還
付

額

円円円

□
差

引
未

納
額

の
納

付
方

法

□
同

封
の

納
入

通
知

書
と

、
先

に
送

付
し

た
納

入
通

知
書

の
２

枚
に

よ
り

納
付

し
て

く
だ

さ
い

。

□
先

に
送

付
し

ま
し

た
納

入
通

知
書

は
破

棄
し

て
、

同
封

の
納

入
通

知
書

に
よ

り
納

付
し

て
く

だ
さ

い
。

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

□
還

付
額

の
送

付
方

法

送
付

日
（

予
定

）

□
口

座
振

込

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

内
　

容

納
付

額
変

更
通

知
書

年
　

　
月

　
　

日

印

課
税

資
産

の
譲

渡
日

納
入

通
知

書
発

行
日

通
知

番
号

変
更

理
由

変
更

の
理

由
が

生
じ

た
日

　
　

年
　

　
月

　
　

日

当
初

決
定

額

　
　

年
　

　
月

　
　

日

変
更

決
定

額

納
入

済
額

差
引

未
納

額

還
付

額



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

一
五

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

様

金額

内容

領収日 年 月 日

大 分 県 会 計 管 理 者

第15号様式(第36条、第39条関係)

受 託 者

大分県№

領　収　書

大分県発行所属

印
出 納 員

金 銭 出 納 員

様

金額

内容

領収日 年 月 日

第15号様式(第36条、第39条関係)
　　命令機関保管用

大 分 県 会 計 管 理 者

出 納 員

大分県№

領　収　書（副）

金 銭 出 納 員

受 託 者

県　整理欄

大分県発行所属



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

一
六

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

　

第
十
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

識別情報

金額内訳 （税率）　左のうち消費税額

円 (10%) 円

円 (8%) 円

円 （消費税非課税分）

納 期 限 納 期 限 　　　年　月　日

大分県
登録番号

現金払込票

会計

金　　額 円

通知番号

年　　度 会　　計

領収書（現金払込票）

加入者名 大分県会計管理者

円

金　額

領 収 日 付 印

上記金額を領収しました。

（発行所属）

発行所属

住所
氏名又は

名称

領 収 日 付 印

内　　容通知番号

大分県

納 期 限

加入者名

OCR情報

口座番号

領 収 日 付 印

住宅ｼｽﾃﾑ利用欄

内　　容

氏名又は
名称

調定番号調定番号

年　　度

　　　年　月　日

円

　　　年　月　日 会計 調定番号

通知番号区 ｼｽﾃﾑ 金額

円

収納済通知票(現金払込

大分県会計管理者 口座番号

Ｃ
Ｖ
Ｓ
等
収
納
用

金額

発行所属

氏名又は名称

年度

通常払込料金

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

（納入者控）収入印紙不要

（切り取り線）

４４０００１４４０００１４４０００１

（
切
り
取
ら
な
い
で
窓
口
へ
お
出
し
く
だ
さ
い
。
）

（
切
り
取
ら
な
い
で
窓
口
へ
お
出
し
く
だ
さ
い
。
）

sample
（大分県／CVS等本部

第16号様式（第40条関係）

様

金額

内容

領収日 年 月 日

大 分 県 会 計 管 理 者

領　収　書（原符）

第15号様式(第36条、第39条関係)
　　出納員保管用

出 納 員

大分県№

大分県発行所属

県　整理欄

金 銭 出 納 員

受 託 者



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

一
七

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

　

第
十
八
号
様
式
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

識別情報

金額内訳 （税率）　左のうち消費税額

円 (10%) 円

円 (8%) 円

円 （消費税非課税分）

納 期 限 納 期 限 　　　年　月　日

大分県
登録番号

現金払込票

会計

金　　額 円

通知番号

年　　度 会　　計

領収書（現金払込票）

加入者名 大分県会計管理者

円

金　額

領 収 日 付 印

上記金額を領収しました。

（発行所属）

発行所属

住所
氏名又は

名称

領 収 日 付 印

内　　容通知番号

大分県

納 期 限

加入者名

OCR情報

口座番号

領 収 日 付 印

住宅ｼｽﾃﾑ利用欄

内　　容

氏名又は
名称

調定番号調定番号

年　　度

　　　年　月　日

円

　　　年　月　日 会計 調定番号

通知番号区 ｼｽﾃﾑ 金額

円

収納済通知票(現金払込

大分県会計管理者 口座番号

Ｃ
Ｖ
Ｓ
等
収
納
用

金額

発行所属

氏名又は名称

年度

通常払込料金

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

（納入者控）収入印紙不要

（切り取り線）

４４０００１４４０００１４４０００１

（
切
り
取
ら
な
い
で
窓
口
へ
お
出
し
く
だ
さ
い
。
）

（
切
り
取
ら
な
い
で
窓
口
へ
お
出
し
く
だ
さ
い
。
）

sample
（大分県／CVS等本部

第16号様式（第40条関係）



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

一
八

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

　

第
二
十
一
号
様
式
か
ら
第
二
十
六
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
21号

様
式
か
ら
第
26号

様
式
ま
で　
削
除

　

第
二
十
八
号
様
式
か
ら
第
三
十
四
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
28号

様
式
か
ら
第
34号

様
式
ま
で　
削
除

　

第
三
十
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

収納済通知票

大分県会計管理者 口座番号

Ｃ
Ｖ
Ｓ
等
収
納
用

金額

金額

円

円

　　　年　月　日 会計 調定番号

通知番号

領 収 日 付 印

納 期 限

会　　計

　　　年　月　日

※納入の証明として大分県に提出が
　必要な場合は、はさみ等で切り離
　してください。

※再発行できませんので紛失しない
　よう大切に保管してください。

区 ｼｽﾃﾑ

領 収 日 付 印

内　　容通知番号

氏名又は名称

発行所属

様

大分県

納 期 限

加入者名

OCR情報

口座番号

領 収 日 付 印

住宅ｼｽﾃﾑ利用欄

内　　容

氏名又は
名称

調定番号調定番号

年　　度

　　　年　月　日

領 収 日 付 印

上記金額を領収しました。

（発行所属）

発行所属

住所
氏名又は

名称

年度

納入済証

識別情報

納 期 限 納 期 限 　　　年　月　日

大分県
登録番号

領収書

　収納済票

内　　容

会計

金　　額 円

通知番号

発行所属

年　　度

加入者名 大分県会計管理者

調定番号

通知番号

金　　額 円

円

金　額

金額内訳 （税率）　左のうち消費税額

円 (10%) 円

円 (8%) 円

円 （消費税非課税分）

通常払込料金

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

（納入者控）収入印紙不要

（切り取り線）

（
お
支
払
い
の
際
は
、
切
り
取
ら
な
い
で
お
出
し
く
だ
さ
い
。
）

４４０００１４４０００１４４０００１

（
切
り
取
ら
な
い
で
窓
口
へ
お
出
し
く
だ
さ
い
。
）

（
切
り
取
ら
な
い
で
窓
口
へ
お
出
し
く
だ
さ
い
。
）

（納入者控）

sample
（大分県／CVS等本部

（備考）

納付書

内容

金額

納期限

納入場所等

年度

科目

調定番号

通知番号

発行所属

上記のとおり納入してください。

発行日 年 月 日

第18号様式の２（第38条関係）



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

一
九

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

　

第
三
十
九
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
39号

様
式　
削
除

　

第
四
十
一
号
様
式
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
3
5
号
様
式

（
第

5
5
条

関
係

）

作
成

日
：

　
　

/
　

　
/
　

　
　

　
　

　
　

支
払

日
(
単

位
：

円
)

合
計

依
頼

者
大

分
県

会
計

管
理

者

2 134

支
払

依
頼

書

№

　
　

　
年

　
月

　
日

支
払

方
法

支
払

者

委
託

者
コ

ー
ド

金
額

管
理

所
属

6 5789

　
　

年
　

　
月

　
　

日

1
0

1
2

1
1

1
4

1
5

1
3

収納済通知票

大分県会計管理者 口座番号

Ｃ
Ｖ
Ｓ
等
収
納
用

金額

金額

円

円

　　　年　月　日 会計 調定番号

通知番号

領 収 日 付 印

納 期 限

会　　計

　　　年　月　日

※納入の証明として大分県に提出が
　必要な場合は、はさみ等で切り離
　してください。

※再発行できませんので紛失しない
　よう大切に保管してください。

区 ｼｽﾃﾑ

領 収 日 付 印

内　　容通知番号

氏名又は名称

発行所属

様

大分県

納 期 限

加入者名

OCR情報

口座番号

領 収 日 付 印

住宅ｼｽﾃﾑ利用欄

内　　容

氏名又は
名称

調定番号調定番号

年　　度

　　　年　月　日

領 収 日 付 印

上記金額を領収しました。

（発行所属）

発行所属

住所
氏名又は

名称

年度

納入済証

識別情報

納 期 限 納 期 限 　　　年　月　日

大分県
登録番号

領収書

　収納済票

内　　容

会計

金　　額 円

通知番号

発行所属

年　　度

加入者名 大分県会計管理者

調定番号

通知番号

金　　額 円

円

金　額

金額内訳 （税率）　左のうち消費税額

円 (10%) 円

円 (8%) 円

円 （消費税非課税分）

通常払込料金

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

（納入者控）収入印紙不要

（切り取り線）

（
お
支
払
い
の
際
は
、
切
り
取
ら
な
い
で
お
出
し
く
だ
さ
い
。
）

４４０００１４４０００１４４０００１

（
切
り
取
ら
な
い
で
窓
口
へ
お
出
し
く
だ
さ
い
。
）

（
切
り
取
ら
な
い
で
窓
口
へ
お
出
し
く
だ
さ
い
。
）

（納入者控）

sample
（大分県／CVS等本部

（備考）

納付書

内容

金額

納期限

納入場所等

年度

科目

調定番号

通知番号

発行所属

上記のとおり納入してください。

発行日 年 月 日

第18号様式の２（第38条関係）



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

二
〇

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

　

第
四
十
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
43号

様
式　
削
除

　

第
四
十
五
号
様
式
か
ら
第
四
十
七
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
45号

様
式
か
ら
第
47号

様
式
ま
で　
削
除

　

第
四
十
七
号
様
式
の
二
を
削
る
。

　

第
四
十
八
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
4
1
号
様
式
の
２

（
第

5
5
条

、
第

6
7
条

、
第

6
8
条

関
係

）

作
成

日
：

　
　

/
　

　
/
　

　
　

　
　

　
　

支
払

日
(
単

位
：

円
)

合
計

大
分

県
会

計
管

理
者

資
金

決
済

書
（

指
定

金
送

付
用

/
県

控
え

）

　
　

　
年

　
月

　
日

№
支

払
方

法
金

額

7 1234561
4

1
5 891
0

1
1

1
2

1
3



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

二
一

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

加入者名 大分県会計管理者

調定番号

通知番号

金　　額 円

円

金　額

金額内訳 （税率）　左のうち消費税額

円 (10%) 円

円 (8%) 円

円 （消費税非課税分）

納入済証

識別情報

納 期 限 納 期 限 　　　年　月　日

大分県
登録番号

領収書（返納）

　収納済票

内　　容

会計

金　　額 円

通知番号

発行所属

金額

円
領 収 日 付 印

上記金額を領収しました。

（発行所属）

発行所属

住所
氏名又は

名称

様

大分県

納 期 限

加入者名

OCR情報

口座番号

領 収 日 付 印

住宅ｼｽﾃﾑ利用欄

内　　容

氏名又は
名称

調定番号調定番号

年　　度

　　　年　月　日

金額

通知番号

領 収 日 付 印

納 期 限

会　　計

　　　年　月　日

※納入の証明として大分県に提出が
　必要な場合は、はさみ等で切り離
　してください。

※再発行できませんので紛失しない
　よう大切に保管してください。

領 収 日 付 印

内　　容通知番号
発行所属

年　　度

年度

収納済通知票（返納）

大分県会計管理者 口座番号

Ｃ
Ｖ
Ｓ
等
収
納
用

円

　　　年　月　日 会計 調定番号

区 ｼｽﾃﾑ

氏名又は名称

通常払込料金

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

（納入者控）収入印紙不要

（切り取り線）

（
お
支
払
い
の
際
は
、
切
り
取
ら
な
い
で
お
出
し
く
だ
さ
い
。
）

４４０００１４４０００１４４０００１

（
切
り
取
ら
な
い
で
窓
口
へ
お
出
し
く
だ
さ
い
。
）

（
切
り
取
ら
な
い
で
窓
口
へ
お
出
し
く
だ
さ
い
。
）

（納入者控）

sample
（大分県／CVS等本部

（備考）

返納通知書

内容

金額

納期限

納入場所等

年度

科目

調定番号

通知番号

発行所属

上記のとおり納入してください。

発行日 年 月 日

印大分県知事

（かい長）

第48号様式（第93条関係）

〈納入場所等〉　〈問合せ先〉

○大分県
　０９７－５３６－１１１１（代表）
　大分県大分市大手町３丁目１－１
　

 ※本件の内容に関するお問合せ
   は、発行所属までご連絡くだ
   さい。

次に掲げる金融機関等で納入してください。

○指定金融機関
　大分銀行の本店・支店・出張所・代理店（県外支店を含む。）

○収納代理金融機関
　次の金融機関のうち大分県内に所在する金融機関の本店・支店等
     銀行（ゆうちょ銀行を除く。）
　   信用農業協同組合連合会　　　農業協同組合
　   漁業協同組合　　　　　　　　信用金庫
   　信用組合　　　　　　　　　　労働金庫
  ※収納代理金融機関の県外の本店・支店等(日本国内に限る。)にあつては、
　　みずほ銀行、三井住友銀行及び豊和銀行の本店・支店等に限る。



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

二
二

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

　

第
四
十
八
号
様
式
の
二
を
削
る
。

　

第
六
十
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
67号

様
式　
削
除

　

第
百
八
号
様
式
か
ら
第
百
十
九
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
108号

様
式
か
ら
第
119号

様
式
ま
で　
削
除

　

第
百
二
十
五
号
様
式
か
ら
第
百
三
十
一
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
125号

様
式
か
ら
第
131号

様
式
ま
で　
削
除

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２  　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
大
分
県
会
計
規
則
の
規
定
は
、
令
和
六
年
度
以
後
の
予
算
に
係
る
会
計
事

務
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
五
年
度
以
前
の
予
算
に
係
る
会
計
事
務
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

３  　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
現
に
地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令

和
六
年
政
令
第
十
二
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
、
第
百
五
十
八
条
の
二

第
一
項
又
は
第
百
六
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
金
の
徴
収
若
し
く
は
収
納
又
は
支
出
に
関
す

る
事
務
を
行
わ
せ
て
い
る
者
に
対
す
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
大
分
県
会
計
規
則
第
三
十
六
条
、
第

三
十
六
条
の
二
及
び
第
六
十
九
条
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
規
則
第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
。
以
下

「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和

六
年
政
令
第
十
二
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
令

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
。
以
下
「
旧
施

行
令
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
規
則
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
六
十
九
条
第
一
項

中
「
施
行
令
」
と
あ
る
の
は
、
「
旧
施
行
令
」
と
す
る
。

　

  

（
大
分
県
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
施

行
規
則
の
一
部
改
正
）

４  　

大
分
県
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
施

行
規
則
（
平
成
十
八
年
大
分
県
規
則
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

  　

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
中
「
第
三
十
六
条
第
五
項
及
び
第
六
十
九
条
第
三
項
」
を
「
第
三
十
六
条
第

六
項
及
び
第
六
十
九
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。


